
さいたま市告示第３４４号 

さいたま市大宮区役所文書保管管理等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自
治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公
告する。 

令和５年２月１６日 
さいたま市  清 水 勇 人     

１ 競争入札に付する事項 
  件名 

さいたま市大宮区役所文書保管管理等業務 
  履行場所 

さいたま市 宮区吉敷町１ １２４ １ さいたま市 宮区役所区  活部総務課 外 
  業務概要 

業務仕様書のとおり 
  履行期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「文書管理」で登載され、かつ、引き続き同営業種目で令和５・６
年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   札 において、 事再 法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付等 
本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者に対し、入札説明書を交付するととも
に、仕様書を貸与する。 

  交付場所 
さいたま市 宮区吉敷町１ １２４ １ さいたま市 宮区役所区  活部総務課 



担当 総務係 電話 ０４８（６４６）３０１２ 
  交付期間 

告示の日から令和５年３月３日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から
午後４時まで） 

  交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 
３ に同じ 

  受付場所 
３ に同じ 

  提出方法 
持参又は郵送 

   郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 
ア  受領期限 

令和５年３月３日（金）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 
イ 送付先 

〒３３０ ８５０１ さいたま市 宮区吉敷町１ １２４ １ 
さいたま市 宮区役所区  活部総務課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 
３ に同じ 

  交付日時 
令和５年３月９日（木）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

  その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を添付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

  入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切



り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す
る金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 
 ア 日時 
   令和５年３月１５日（水）午前１０時００分 
 イ 場所 
   さいたま市 宮区吉敷町１ １２４ １ 大宮区役所５階 入札室 
  入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、
さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免
除とする。 

  開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年３月１５日（水）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

６ イに同じ 
  最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す
ることができない。 

  落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の

範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 
さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

  入札事務を担当する課 
さいたま市 宮区吉敷町１ １２４ １ さいたま市 宮区役所区  活部総務課 
電話 ０４８（６４６）３０１２ ＦＡＸ ０４８（６４６）３１６０ 

７ 契約手続等 
  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 
   要 

  議決の要否 
   否 
８ 特記事項 

本契約は、令和５年度歳入歳出予算が令和５年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場 



合において令和５年４月１日に確定させる。 
９ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
  入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること 

はできない。 
   この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
   契約条項等は、さいたま市 宮区役所区  活部総務課及びさいたま市ホームページにおいて

閲覧できる。 
http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 
  

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３４５号 

公募型プロポーザル方式の手続きの開始  
盆栽春まつり開催事業業務について、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招請しま

す。 
令和５年２月１６日 

さいたま市  清 水 勇 人 
１ 企画提案書の招請に付する事項 

  件名 
盆栽春まつり開催事業業務 

  履行場所 
さいたま市大宮区 

  業務概要 

大宮地域にちなんだ芸術文化であり、世界盆栽大会の会場に多くの来場者を集めた盆栽を活用
し、北区の大宮盆栽村周辺で行われる大盆栽まつりと同日に氷川参道周辺において集客イベント
を開催することで、相乗効果による誘客の促進をはかり、地域経済の活性化を図る内容とする。
詳細については要求事項のとおり。 

  履行期間 

 契約締結日から令和５年６月３０日（金）まで 
  予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は７，３４２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本招請日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に業務『イ
ベント・催事』で登載されている者で、かつ、引き続き同業務で令和５・６年度競争入札参加資
格の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた
ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並
びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ
ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない
こと。 

  本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参
加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」と
いう。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま
市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間がない



者であること。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付 
  交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069497.html 

  交付期間 
本招請日から令和５年３月２日（木）まで 

４ 参加意思の表明手続き  
企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 

  提出書類 
参加意思表明書 １部 

  提出期間 
本招請日から令和５年３月２日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から正
午まで及び午後１時から午後４時まで） 

  提出場所 
さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市経済局商工観光部商業振興課 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

  提出方法 
持参又は郵送。詳細は実施要領による。 

５ 質問の受付及び回答 
企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり質

問することができる。 
  受付期間 

令和５年３月７日（火）から令和５年３月９日（木）午後４時まで 

  受付方法 
ア 電子メールでのみ受け付ける。詳細は実施要領による。 

メールアドレス shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp 
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  
ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先 

４ に同じ 
  質問に対する回答予定日 

令和５年３月１３日（月）を目途に行う。 

  回答方法 
さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069497.html 

６ 企画提案書等の提出 
  提出書類  

ア 企画提案書 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069497.html
mailto:shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069497.html


イ 業務行程表 

ウ 業務経歴書 

エ 業務の実施体制調書 

オ 見積書  

  提出期間 
令和５年３月７日（火）から令和５年３月１７日（金）まで（休日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後４時まで） 
  提出場所 

４ に同じ 
  提出方法 

持参又は郵送。詳細は実施要領による。 
  無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １ に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

７ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、盆栽春まつり開催事業業務業者選定委員会において書類審査を行い
決定する。なお、審査方法等詳細については、実施要領を参照すること。 

８ その他  

  最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受
けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

  本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

  この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

  提出された企画提案書等は、返却しない。 

  企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

  詳細は、実施要領による。 

９ 連絡先  

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４  

さいたま市経済局商工観光部商業振興課商業振興係  

電話  ０４８（８２９）１３６４ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

メールアドレス shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp 

  

mailto:shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp


さいたま市告示第３４６号 

 さいたま市みどりの条例（平成１３年さいたま市条例第２４８号）第１６条において準用する第８
条の規定に基づき、保存緑地を次のとおり変更したので告示する。 

 令和５年２月１４日 
さいたま市  清水 勇人 

                          
１ 名   称 保存緑地 
２ 指定年月日 令和３年４月１日 
３ 指 定 期 間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
４ 指定番号、所在地、指定面積、区域面積、図面 別添のとおり 
    
    
  



指定番号 所在地 指定面積（㎡） 区域面積（㎡）

1 見沼区春岡2丁目16番11 540㎡

2 見沼区春岡2丁目22番3の一部 280㎡

3 見沼区春岡2丁目22番4 842㎡

4 見沼区春岡2丁目22番12 435㎡

5 見沼区春岡2丁目22番13 242㎡

さいたま市保存緑地指定（変更）地区一覧

813 2,339㎡



指定番号　　第813号
所 在 地　　見沼区春岡2丁目16番11　外4筆
区域面積　　2,339㎡



さいたま市告示第３４７号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 １ ６ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区 字  字久保１４６６番６、１４６６番９ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  (省略) 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 ９ 月 １ 日 
  第開‐Ｎ２０２２０６０号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ２ 月 １ ５ 日 
  第完‐Ｎ２０２２０６０号 
  



さいたま市告示第３４８号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」
という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年２月１６日 

さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名（物品の購入） 

 活性炭（単価契約） 

  納入場所 

さいたま市 区 字宝来５２ １ さいたま市 部環境センター 

  予定数量 

 ２８，０００ｋｇ 

  特質等 

入札説明書のとおり 

  契約期間 

令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）
（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「工業薬品」で登載され、
本市内に本店を有し、かつ、引き続き同営業種目で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格
審査の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   札 において、 事再 法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再  続開始の申 てが
なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 



さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

  交付期間 

告示の日から令和５年３月１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに、競争入札参加資格確認結果通知書を交付す
るものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和５年３月６日（月）及び令和５年３月７日（火）午前９時から午後５時まで。なお、交付
日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し
たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ
ない。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

単価で行う。入札金額は、購入物品１ｋｇ当たりの金額を入札書に記載することとし、当該金
額（単価）は、１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落札決定に当たっては、
入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって落札



価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

  令和５年３月１６日（木）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６ １４ １６ さいたま市水道局水道庁舎２階会議室 

  入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、
さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免
除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月１６日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい
たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

９ 特記事項 
本件契約は、令和５年度歳入歳出予算が令和５年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和５年４月３日に確定させる。 
１０ その他 

  契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３４９号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」
という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年２月１６日 

さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名（物品の購入） 

 バラセメント（単価契約） 

  納入場所 

さいたま市 区 字宝来５２ １ さいたま市 部環境センター 

  予定数量 

 ３２４，０００ｋｇ 

  特質等 

入札説明書のとおり 

  契約期間 

令和５年４月３日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）
（以下「名簿」という。）に種目「資材」内の営業種目「建材」で登載され、本市内に本店を有し、
かつ、引き続き同営業種目で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている
者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   札 において、 事再 法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再  続開始の申 てが
なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 



さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

  交付期間 

告示の日から令和５年３月１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに、競争入札参加資格確認結果通知書を交付す
るものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和５年３月６日（月）及び令和５年３月７日（火）午前９時から午後５時まで。なお、交付
日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し
たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ
ない。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

単価で行う。入札金額は、購入物品１ｋｇ当たりの金額を入札書に記載することとし、当該金
額（単価）は、１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落札決定に当たっては、
入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって落札



価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

  令和５年３月１６日（木）午前９時４５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６ １４ １６ さいたま市水道局水道庁舎２階会議室 

  入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、
さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免
除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月１６日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい
たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

９ 特記事項 
本件契約は、令和５年度歳入歳出予算が令和５年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和５年４月３日に確定させる。 
１０ その他 

  契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３５０号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を廃止し

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定によ
り、次のとおり告示する。 

令和５年２月１６日 
さいたま市  清 水 勇 人   

１ 位置指定道路廃止の概要 
(1) 道路の位置 さいたま市大宮区北袋町二丁目８９番３、９０番３、同番７ 
(2) 廃止の年月日 令和５年２月１６日 
(3) 廃止の番号 第北廃２２ ００５号 
(4) 道路の幅員 ４．００ｍ 
(5) 道路の延  ２２．５０ｍ 

  
  



さいたま市告示第３５１号 

さいたま市高齢者大学事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令
（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年２月１６日 

さいたま市  清 水 勇 人     

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市高齢者大学事業業務 

  履行場所 

さいたま市 宮区桜 町１ １８５ ２ のびのびプラザ大宮３階さいたま市シニアユニバー
シティ活動ステーション外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に業務「イベント・催事」で
登載されており、かつ、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に業務
「イベント・催事」で登録申請を行っている者。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は人口２０万人以上の地方公共団体と、生涯学
習の講座等の開催に係る業務の契約実績があり、かつ、履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書の交付及び仕様書の貸出を行うものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区東 砂町１１ １ コムナーレ９階 さいたま市保健福祉局 寿応援部 齢
福祉課セカンドライフ支援センター 

   担当 渡邊、来栖 電話 ０４８（８８１）８６２７ 

  交付期間 



告示の日から令和５年３月２日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

   交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

令和５年３月６日（月）午前９時から午後４時まで 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た
場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ
ない。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の
１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り
捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金
額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 



ア 日時 

令和５年３月９日（木）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ 浦和区役所第１会議室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月９日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市保健福祉局 寿応援部 齢福祉課 

   電話 ０４８（８２９）１２５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

   議決の要否 

   否 

９ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

  入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等の不明を理由として、異議を申し立てること
はできない。 

  契約条項等は、さいたま市保健福祉局 寿応援部 齢福祉課及びホームページにおいて閲覧で
きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


⑴

⑵











さいたま市告示第３５３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工
事が完了したので公告する。 
  令和５年２月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市南区 七丁目７０５番２、７１１番２、７１１番３、７１１番４、７１１番５、７１
２番１、７１２番２、７１２番３、７１２番４、７１２番５、７１２番６、７１２番７ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
(省略) 

３ 許可番号 
 令和４年５月１２日 
 第 開‐Ｓ２０２２００３ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年２月１６日 
 第 完‐Ｓ２０２２００３ 号 

  



さいたま市告示第３５４号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 
令和５年２月１７日 

さいたま市  清 水 勇 人 
１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 
   束 美妃 
２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

  名称 
    束 美妃 
   所在地 
   (省略) 
３ 確認の年月日 
  令和５年１月１日 
４ 子ども・子育て支援施設等の種類 
  認可外保育施設 
  



さいたま市告示第３５５号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により別紙のとおり告示する。 
令和５年２月１７日 

さいたま市  清 水 勇 人 
  



さ い た ま 市

名称

株式会社埼玉りそな銀行 りそなキッズパーク浦和保
育園

さいたま市浦和区 常盤7-4-1 令和4年12月31日 認可外保育施設 －

鈴木　良子 保育室エンゼル さいたま市見沼区 大谷1510-6 令和5年3月31日 認可外保育施設 －

表　恵子 表　恵子 （省略） 令和4年12月25日 認可外保育施設（居宅訪問
型）

－

山本　美智子 山本　美智子 （省略） 令和5年1月14日 認可外保育施設（居宅訪問
型）

－

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条の１１第１項の確認の辞退をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育て
支援提供者の名称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施設
等の種類

確認の辞退の年月
日

子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）

所在地※

※の欄は、個人が行う居宅訪問型事業は、プライバシー保護の観点から個人住所を非公開としております。
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さいたま市告示第３５６号 

さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 

令和５年２月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務 

  履行場所 

さいたま市全域 

  業務概要 
入札説明書のとおり 

  履行期間 
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に「警備（機械警備業務を除く）」で登載され資格審査数値が８０以上の者

であり、引き続き同業務で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者

であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

   本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

   入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

  令和２年以降に国又は地方公共団体において「さいたま市不法投棄等防止夜間監視業務」と同

規模の契約実績があり、これらを誠実に履行していること。 

  支店又は本店の所在地が市内であること。 

３ 入札説明書の交付 



本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ときわ会館地下１階  

さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課 

担当 監視係 電話 ０４８（８２９）１６０９ 

  交付期間 

告示の日から令和５年２月２４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで） 

  交付費用 

   無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確認

審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

告示の日から令和５年２月２４日（金）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日時 

告示の日から令和５年２月２８日（火）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 

  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切



り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月６日（月）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号浦和区役所第１会議室（さいたま市役所本庁舎１階） 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月６日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

   最低制限価格 

   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課 

電話 ０４８（８２９）１３３７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区６－４－２１ときわ会館地下１階  

さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課 

電話 ０４８（８２９）１６０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３３ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 



要 

８ その他 

  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

９ 特記事項 

本契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく、長期継続契約により契約を締結する。従って、 

令和４年度のさいたま市歳入歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合、 

本契約を変更または解除する場合がある。 

１０ 問い合わせ先 

さいたま市浦和区６－４－２１ときわ会館地下１階 

さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課 

電話 ０４８（８２９）１６０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３３ 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３５７号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和５年２月２０日 

さいたま市  清 水 勇 人   
１ 送達をする書類 

・ 市県 税（普通徴収） 督促状 
・ 国 健康保険税（普徴） 督促状 
・ 固定資産税・都市計画税 督促状 
・ 市県 税（特別徴収） 督促状 
・ 法 市 税 督促状 

２ 送達を受ける者の氏名・名称 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 

  送達をする書類はさいたま市 が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
  公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
  担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 
  電話 ０４８（６４６）３０８１  

  



さいたま市告示第３５８号 

令和４年度さいたま市電気自動車（軽乗用）賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ
き公告する。 

令和５年２月２０日 

さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

令和５年度さいたま市電気自動車（軽乗用）賃貸借 

  借入場所 

入札説明書及び仕様書による。 

  数量・特質等 

  ア 数量 ３台 

  イ 特質等 仕様書による。 

  借入期間 

６０か月（借入始期及び終期は仕様書による） 

（地  治法第２３４条の３に基づく 期継続契約） 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の要件を全て満たしていなければならない。 

  令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に
営業種目「自動車リース」で登載され、引き続き同営業種目で令和５・６年度さいたま市競争入
札参加資格審査の申請をしている者 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 施行令第１６７条の４第１項（施行令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）
に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  過去１０年間に電気 動 のメンテナンスリース 期継続契約（５年以上）に関する契約を締
結し、かつ、これらを誠実に履行していること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市環境局環境共生部環境創造政策課 

電話 ０４８（８２９）１３２４ 

  交付期間 



告示の日から令和５年３月６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から正
午まで及び午後１時から午後４時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と 

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において
確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付方法 
郵送 

  交付日 
令和５年３月１３日（月） 

６ 入札手続等 

  入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、導入台数の賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加
算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す
ること。 

  入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年４月１３日（木）午後２時２０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市役所 本庁舎地下１階 第２会議室 

  入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい



たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号。以下「契約規則」という。）第９条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年４月１３日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  落札者の決定方法 

契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

契約規則第１３条の規定において無効と定める入札は、これを無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市環境局環境共生部環境創造政策課 

電話 ０４８（８２９）１３２３ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市環境局環境共生部環境創造政策課 

電話 ０４８（８２９）１３２４ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、契約規則
第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３５９号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日 

さいたま市  清 水 勇 人    
  

１ 開発区域に含まれる地域の名称 
さいたま市大宮区天沼町二丁目８１６番２、８１６番３、８１６番５、８１６番６、 
８１６番７、８１６番８、８１６番９、８１６番１０、８１６番１１、８１６番１２、 
８１６番１３、８１６番１４、８１６番１５ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
さいたま市北区宮原町一丁目４６３番地３ 
株式会社サンシティホーム 代表取締役 小森谷 一男 

３ 許可番号 
 令 和 ５ 年 ２ 月 ３ 日 
 第変 Ｎ２０２２０１７号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ７ 日 
第完 Ｎ２０２２０１７号 

  



さいたま市告示第３６０号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日 

さいたま市  清 水 勇 人    
  

１ 開発区域に含まれる地域の名称 
さいたま市見沼区大字東新井字本村２６７番９、３３１番２、３３２番１、３３２番２、 
３３２番３、３３２番５、３３３番１、３３３番７、３３４番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
(省略) 

３ 許可番号 
 令 和 ４ 年  ９ 月  ５ 日 
 第開 Ｎ２０２２０５２号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年  ２ 月 １ ７ 日 
第完 Ｎ２０２２０５２号 

  



 

さいたま市告示第３６１号 

さいたま市の発注する「芝川第１３処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００８）（ゼロ債）」ほ

か１５件の一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年２月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお



 

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行



 

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 

 

 

 



 

 

契約整理番号 ０４－４４８７－４２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 芝川第１３処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００８）（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市緑区大字中尾地内 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から１４３日間 
工事開始期限日は、令和５年４月１９日（水） 

概要 延長 180.5m 管きょ工 開削（管径 200mm、硬質塩ビ管）180.5m 組立楕円マン

ホール 1 箇所 組立 1 号マンホール 6 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４６５－４８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５一般国道１２２号）大門工区（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市緑区大字大門地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年７月７日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 307.5m 幅員 7.8～11.4m 舗装工 路面切

削 214 ㎡ 切削オーバーレイ 2770 ㎡ 基層 2770 ㎡ 表層 2982 ㎡ 区画線工一

式 道路付属施設工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 

・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４６５－５０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５一般県道さいたま北袋線）（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市浦和区上木崎３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年６月２０日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 150.0m 幅員 6.1m～17.8m 舗装工 路面切

削 85 ㎡ 切削オーバーレイ 1420 ㎡ 表層 1500 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 

交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後２時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 

・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４６５－５１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路標識改修工事（南Ｒ４一般国道４６３号）（補） 
工事場所 さいたま市中央区鈴谷４丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年７月２８日まで 
概要 大型標識工 片持標識撤去 2 基 片持標識設置 2 基 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後２時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 とび・土工工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注のとび・土工工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下

回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準

とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４５６－５２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 大谷場地下道補修工事（補） 
工事場所 さいたま市南区南本町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年６月３０日まで 
概要 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 表面被覆工一式 目地補修工一式 仮設

工一式 

予定価格（税込） １１，５１７，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４３８４－２９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川第８－２処理分区外下水道工事（北再－Ｒ４－４５１）（補） 
工事場所 さいたま市北区東大成町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年９月２９日まで 
概要 耐震継手工（既設管径 250 ㎜）29 箇所 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４３８４－３０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 岩槻第４処理分区外下水道工事（北再－Ｒ４－４５２）（補） 
工事場所 さいたま市岩槻区南平野３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年９月２９日まで 
概要 耐震継手工（既設管径 200～1100mm）21 箇所 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４８７－４０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南部第３処理分区下水道工事（南建－Ｒ４－１０１４） 
工事場所 さいたま市緑区大字下山口新田地内外 
履行期間 契約確定の日から令和６年１月３１日まで 
概要 延長 576.20m 開削（管径 200mm、硬質塩ビ管）474.10m 低耐荷力管推進（管径

200mm、塩ビ管）85.30m マンホール工 組立楕円マンホール 10 箇所 組立 1 号

マンホール 5 箇所 現場打ち 2 号マンホール 1 箇所 立坑工一式 取付管工 30

箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は岩槻区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－９８５６－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 （仮称）染谷公園整備工事（その１） 
工事場所 さいたま市見沼区染谷２丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１２月２８日まで 
概要 整備面積 2600 ㎡ 公園施設等撤去工一式 敷地造成工一式 擁壁工一式 作業

土工一式 給水設備工一式 雨水排水設備工一式 汚水排水設備工一式 電気設

備工一式 園路広場整備工一式 サービス施設整備工一式 管理施設整備工一式 

建築施設組立設置工一式 

予定価格（税込） １２６，３５７，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 造園工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市都市局みどり公園推進部染谷・加田屋地区整備室 

電話 ０４８－８２９－１４２６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－５２０８－４０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシュ改修（電

気設備）工事 
工事場所 さいたま市大宮区宮町３丁目８４番地 
履行期間 契約確定の日から令和６年８月３０日まで 
概要 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 受変電設備工事一式 情報表示設備工事

一式 拡声設備工事一式 誘導支援設備工事一式 テレビ共同受信設備工事一式 

自動火災報知設備工事一式 構内配電線路工事一式 構内通信線路工事一式 既

存設備撤去工事一式 
予定価格（税込） ２０５，５９０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後１時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）リフレッシュ改修

（建築）工事」及び「さいたま市立大宮北小学校（１－１、－２・２・１８棟）

リフレッシュ改修（機械設備）工事」の仮契約が議会で否決されたときは、本件

入札に関する開札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 

電話 ０４８－８２９－１８３９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－５２０８－４１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフレッシュ改

修（機械設備）工事 
工事場所 さいたま市浦和区領家７丁目２番１号 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２８日まで 
概要 空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 自動制御設備工事一式 衛生器具設

備工事一式 給水設備工事一式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 消火設

備工事一式 厨房設備工事一式 ガス設備工事一式 既存設備撤去工事一式 
予定価格（税込） ７３，６０１，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフレッシ

ュ改修（建築）工事」の仮契約が議会で否決されたときは、本件入札に関する開

札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 

電話 ０４８－８２９－１８３９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４６５－４７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５一般県道宗岡さいたま線）本町東工区（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市中央区本町東５丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年８月１８日まで 
概要 延長 460.0m 幅員 8.20～10.00m 舗装工 路面切削 （切削深さ t＝4cm）145

㎡ （切削深さ t＝5cm）19 ㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12cm）3900 ㎡ 

基層 3900 ㎡ 表層 4065 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 

・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４６５－４９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（南Ｒ５一般県道東大門安行西立野線外）（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市緑区東大門３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年７月３１日まで 
概要 延長 462.0m 幅員 8.5m～12.2m 舗装工 路面切削 58 ㎡ 切削オーバーレイ

4130 ㎡ 表層 4190 ㎡ 区画線工一式 道路付属施設工一式 付帯工一式 交通

管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 

・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 

契約整理番号 ０４－４３５６－１３４ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 箕輪橋外２橋補修工事（その２）（補） 

工事場所 さいたま市岩槻区大字岩槻地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年１２月２８日まで 

概要 ひび割れ補修工 3 構造物 断面修復工 3 構造物 はく落防止工 610 ㎡ 防護柵設

置工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） ９０，５５２，０００円 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４３６８－３５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 島町２号調整池ポンプ交換工事（北河Ｒ５）（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市見沼区島町２丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 排水ポンプ（φ350×14 ㎥／min×6.5m×22kW）2 台 排水ポンプ制御盤（屋外自

立型、ポンプ 22kW×2 台）1 面 フロートスイッチ 2 個 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後２時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 機械器具設置工事業 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の機械器具設置工事について、本公告日以前３箇月において、通知した

「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基

準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課 

電話 ０４８－６４６－３２３０ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４３６８－３６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 内野本郷排水機場ポンプ交換工事（北河Ｒ５）（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市西区大字内野本郷地内 
履行期間 契約確定の日から令和６年３月８日まで 
概要 開閉装置（ラック式）1 基 排水ポンプ（φ400×21.6 ㎥／min×3m×22kW）1 台 

排水ポンプ制御盤（屋外自立型、ポンプ 22kW×1 台、ポンプ 11kW×1 台、ゲート

0.75kW×1 門）1 面 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後２時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 機械器具設置工事業 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の機械器具設置工事について、本公告日以前３箇月において、通知した

「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基

準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課 

電話 ０４８－６４６－３２３０ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

さいたま市告示第３６２号 
さいたま市の発注する「（仮称）日進給食センター跡地公園実施設計業務（補）」の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和５年２月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。）

を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある

者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 



 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札



 

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項



 

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

 



 

 

契約整理番号 ０４－９８５８－２６ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

業務名 （仮称）日進給食センター跡地公園実施設計業務（補） 

業務場所 さいたま市北区日進町１丁目地内 

履行期間 契約確定の日から令和６年３月１日まで 

概要 街区公園（対象面積 7100 ㎡） 設計 実施設計 1 業務 設計協議 1 業務 住民

説明会の開催補助 2 回 測量 現地測量一式 地質調査 機械ボーリング一式 

予定価格（税込） １４，４９８，０００円 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年３月１日（水）午前９時から 

令和５年３月３日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月６日（月）午前９時から 

令和５年３月８日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月９日（木）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／造園 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 － 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和５年２月２０日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２０日（月）午前９時から 

令和５年２月２８日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月３日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市都市局みどり公園推進部北部公園整備課 

電話 ０４８－６４６－３１７６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 



さいたま市告示第３６３号 
 さいたま市開発行為の手続に関する条例（平成２０年１２月２４日条例第５４号）第２０条の規定
により、次の開発行為に関する工事が完了したので公告する。 
  令和５年２月２０日 

さいたま市  清 水 勇 人   
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区大字宿字宮前３番１ 
２ 開発承認を受けた者の住所及び氏名 

さいたま市大宮区三橋三丁目２３４番地１ 
アットデア株式会社 代表取締役 吉増  造 

３ 承認番号 
 令和４年７月１日 
 第 開‐Ｓ２０２２０１７ 号 

４ 検査完了証番号 
 令和５年２月１７日 
 第 完‐Ｓ２０２２０１７ 号 

  



さいたま市告示第３６４号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を廃止し

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定によ
り、次のとおり告示する。 

令和５年２月２０日 
さいたま市長 清 水 勇 人    

１ 道路廃止の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市桜区田島一丁目４１１番２、４１２番１の各一部 

⑵ 廃止の年月日 令和５年２月２０日 
⑶ 廃止の番号 第南廃２２−００５号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 

 ⑸ 道路の延長 ３１．６０ｍ 
  



さいたま市告示第３６５号 
 さいたま市開発行為の手続に関する条例（平成２０年１２月２４日条例第５４号）第２０条の規定
により、次の開発行為に関する工事が完了したので公告する。 
  令和５年２月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区大字大久保領家字西角２３６番２、桜区大字大久保領家字片町１１４番１０ 
２ 開発承認を受けた者の住所及び氏名 

東京都中野区野方五丁目１９番３号 
樹づ木合同会社 代表社員 竹内 啓恵 

３ 承認番号 
 令和４年９月９日 
 第 開‐Ｓ２０２２０５１ 号 

４ 検査完了証番号 
 令和５年２月１７日 
 第 完‐Ｓ２０２２０５１ 号 

  



さいたま市告示第３６６号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和５年２月２０日 

さいたま市  清水 勇人 
１ 送達をする書類 

・市県 税 督促状 
・固定資産税・都市計画税 督促状 
・軽自動車税 督促状 
・国 健康保険税 督促状 

２ 送達を受ける者の氏名・名称 
別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 
  送達をする書類はさいたま市 が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
  公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
  担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課 
  電話 ０４８（８２９）１７３２ １７３４ 

 
 
  



さいたま市告示第３６７号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 

令和５年２月２０日 

さいたま市  清水 勇人 

１ 送達をする書類 

・ 交付要求通知書 

２ 送達を受ける者の氏名・名称 

・ （省略） 

３ その他 

  送達をする書類はさいたま市 が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
  公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課 

  電話 ０４８（８２９）１７３５ 

 

 

  



さいたま市告示第３６８号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和５年２月２０日 

さいたま市  清水 勇人 
１ 送達をする書類 

・差押調書（謄本） 
２ 送達を受ける者の氏名・名称 
  （省略） 
３ その他 

  送達をする書類はさいたま市 が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
  公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
  担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課 
  電話 ０４８（８２９）１７３２ １７３４ 

 
 

  



さいたま市告示第３６９号 
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項の規定により、さいたま市中川第一特定

土地区画整理組合から、任期満了に伴う改選により、理事の氏名及び住所の届出があったので、同条第２
項の規定により、次のとおり公告する。 

令和５年２月２０日 
さいたま市  清 水 勇 人    

１ 就任した理事の氏名及び住所 
  （省略） 
   
  



さいたま市告示第３７０号 

さいたま市緑区役所ファクシミリ賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自
治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告
する。 

令和５年２月２１日 

さいたま市  清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市緑区役所ファクシミリ賃貸借 

  借入場所 

さいたま市緑区中尾９７５ １ 緑区役所 

  数量・特質等 

仕様書による 

  借入期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）
（以下「名簿」という。）の種目「通信用機械器具」で登載され、引き続き同種目で令和５・６
年度さいたま市競争入札参加審査の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者。 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている物でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

   札 において、 事再 法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再  続開始の申 てが
なされている物でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。ただし、仕様に関する事
項は、入札後に返却すること。 

  交付場所 

ア さいたま市緑区中尾９７５ １ さいたま市緑区役所区  活部総務課 



担当 防災・総務係 電話 ０４８（７１２）１１２３ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p095682.html 

  交付期間 

告示の日から令和５年３月１日（水）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める条
例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午ま
で及び午後１時から午後４時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付場所 

３ アに同じ 

  受付期間 

３ に同じ 

  提出方法 

持参又は郵送 

  郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年３月１日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３６ ８５８７ さいたま市緑区中尾９７５ １ さいたま市緑区役所区  活部総務課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ アに同じ 

  交付日 

令和５年３月７日（火）午前９時から午後４時まで。 

   その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た
場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな
い。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p095682.html


  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

 単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月あたりの額を記入すること。なお、落札決定に
当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金
額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもっ
て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する
こと。 

  入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい
たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除す
る。 

  入札日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月１４日（火）１４時３０分 

イ 場所 

さいたま市緑区中尾９７５ １ 緑区役所２階２Ｂ会議室 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市緑区中尾９７５ １ さいたま市緑区役所区  活部総務課 

電話 ０４８（７１２）１１２３ ＦＡＸ ０４８（７１２）１２７０ 

  業務を担当する課 

さいたま市緑区中尾９７５ １ さいたま市緑区役所区  活部総務課 

電話 ０４８（７１２）１１２３ ＦＡＸ ０４８（７１２）１２７０ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま
市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

９ その他 



  契約条項等は、さいたま市緑区役所区  活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３７１号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字古ヶ場字白根５８０番３ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  (省略) 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 １ ０ 月 ４ 日 
  第開‐Ｎ２０２２０９０号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日 
  第完‐Ｎ２０２２０９０号 
  



さいたま市告示第３７２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区加倉四丁目１２９９番１、同番２、同番３、１３００番１、同番２、同番３、
１３０１番１、同番２、同番３、同番４、同番５、同番６、同番７、同番８、同番９、１３０２
番１、同番２、同番４、同番５、同番６、同番７、同番８、同番９、同番１０、同番１１、１７
２１番１０、同番３７、同番３８ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  (省略) 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ １ 日  
  第開‐Ｎ２０２２０９５号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ０ 日 
  第完‐Ｎ２０２２０９５号 
  



さいたま市告示第３７３号 

さいたま市重度要介護高齢者等寝具乾燥事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、
地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき
公告する。 

令和５年２月２１日 
さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
  件名 

さいたま市重度要介護高齢者等寝具乾燥事業業務 
  履行場所 

さいたま市内 
  業務概要 

仕様書のとおり 
  履行期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

   令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。） 

に業務「福祉サービス」又は「その他」で登載されており、かつ、令和５・６年度さいたま市競
争入札参加資格者名簿（業務委託）に業務「福祉サービス」又は「その他」で登録申請を行って
いる者。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  平成３０年４月１日から令和５年１月３１日までの期間で、国（独立行政法人を含む。）若しく
は地方公共団体と寝具乾燥の契約締結実績を有する者又は宿泊施設若しくは特別養護老人ホーム
等の寝具類が常時必要な施設と寝具乾燥の契約締結実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

  交付場所 
さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 

担当 上原 電話 ０４８（８２９）１２６０ 



  交付期間 
告示の日から令和５年３月７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
  交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

   受付期間 

３ に同じ 
   受付場所 

３ に同じ 
   提出方法 

持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
  交付場所 

３ に同じ 
  交付日時 

令和５年３月１４日（火）午前９時から午後４時まで 
  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た
場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 
  入札方法 

単価で行う。入札金額は、洗濯乾燥消毒及び乾燥消毒それぞれの１件当たりの額を記入するこ
と。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当
する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも
のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札
書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年３月２３日（木）午前１０時００分 
イ 場所 



さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市役所地下第１会議室 
  入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、
さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免
除とする。 

  開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年３月２３日（木）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

６ イに同じ 
  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 
さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市保健福祉局 寿応援部 齢福祉課 
電話 ０４８（８２９）１２６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

７ 契約手続等 
  契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい
たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 
要 

  議決の要否 
否 

８ その他 
  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
  入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等の不明を理由として、異議を申し立てること

はできない。 
  契約条項等は、さいたま市保健福祉局 寿応援部 齢福祉課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３７４号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第
１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和５年２月２１日 
さいたま市  清 水 勇 人   

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 
所在地 名称 

さいたま市岩槻区 字  １１３５番地２ 槻の木 
さいたま市岩槻区 字  １２８２番地１ 第２やまぶき 

２ 指定管理者に指定する団体 
  所在地 さいたま市大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 
   代表者 理事  荒井 康博 
３ 指定する期間 
  令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで 
４ 連絡先 

  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害政策課施設整備係 
  電話 ０４８（８２９）１３０７ 

  



さいたま市告示第３７５号 

令和５年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務について、次のとおり一般競争入札を行う
ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定
に基づき公告する。 

令和５年２月２２日 
さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

令和５年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務 

  履行場所 

さいたま市内 外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

契約締結の日から令和６年３月１５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以
下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「保健・医療・診察」又は「その他」で登
載され、かつ、引き続き同業務で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をして
いる者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  本入札の入札日において、一般社団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク
（ＪＩＳＱ１５００１）付与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ
２７００１（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１）の認定を受けている者であること。 

  過去２年間において、国（独立行政法人を含む。）又は人口２０万人以上の地方自治体（広域連
合を含む。）において、同種業務の契約を締結し、履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

  交付場所 



さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市保健福祉局福祉部国 健康保険課 

担当 レセプト給付係 電話 ０４８（８２９）１２７５ 

  交付期間 

告示の日から令和５年３月２０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 
３ に同じ 

  受付場所 
３ に同じ 

  提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 
３ に同じ 

  交付日時 
令和５年３月２４日（金）午前９時から午後５時まで 

６ 入札手続等 
  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の
１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年３月２８日（火）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市役所地下１階第２会議室 
  入札保証金 



見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
  開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年３月２８日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６ イに同じ 

  落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課 
電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

  業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市保健福祉局福祉部国 健康保険課 

電話 ０４８（８２９）１２７５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８ 

７ 契約手続等 
  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 
要 

  議決の要否 
否 

８ その他 
  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
  入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
  この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国 健康保険課及びホームページにおいて閲覧で
きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 
 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３７６号 
さいたま市開発行為の手続に関する条例（平成２０年さいたま市条例第５４号）第２０条の規定に

より、次の開発行為に関する工事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区 字  字下新井出作１１３５番７、１１３５番１８ 

２ 開発承認を受けた者の住所及び氏名 
さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 さいたま市  清水 勇人 
３ 承認番号 
 令 和 ４ 年 １ 月 ５ 日 
 第 Ｎ ２ ０ ２ １ Ｊ ０ ０ ２ 号 
４ 検査済証番号 
 令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日 
 第完‐Ｎ２０２１Ｊ００２号 
  



さいたま市告示第３７７号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字釣上新田字下１０９２番１、１０９２番２、１０９２番４、 
１０９２番５、１０９２番６、１０９２番７、１０９３番１、１０９３番５、 
１０９３番６、１０９２番１４、１０９２番１５ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  東京都千代田区二番町８番地８ 
  株式会社セブン イレブン・ジャパン 代表取締役 永松 文彦 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 １ １ 月 １ ５ 日  
  第開‐Ｎ２０２２１１３号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日 
  第完‐Ｎ２０２２１１３号 
  



さいたま市告示第３７８号 

令和５年度署活動用無線機賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行
令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年２月２２日 
さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
  件名 

令和５年度署活動用無線機賃貸借 
  借入場所 

さいたま市浦和区常盤６ １ ２８ さいたま市消防局外 
  数量・特質等 
 ア 数量 ５９台 

イ 特質等 入札説明書のとおり 
  借入期間 

令和５年６月１日から令和１３年５月３１日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「電気機器」内の営業種目「通信用機械器具」に登載され、かつ、  
引き続き同業種で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格の申請を行っていること。また、
本物品に関しては、消防隊員が常時使用する資機材であり、修理等に関して即対応力が必須であ
ることから、さいたま市内に本店又は支店若しくは営業所を有している者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 
  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

 イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた
ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

  本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約か
らの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を
受けている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 
さいたま市浦和区常盤６ １ ２８ さいたま市消防局警防部指令課 
担当 指令管理係 電話 ０４８（８３３）１４２２ 

  交付期間 
告示の日から令和５年３月１４日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ



いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時００
分から午後５時００分まで） 

  交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

  受付場所 
３(1)に同じ 

  受付期間 
３(2)に同じ 

  提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 
３ に同じ 

  交付日時 
令和５年３月２４日（金）午前９時００分から午後５時００分まで 

６ 競争入札参加資格の喪失 
  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
   本公告に定める資格要件を満たさなくなったとき。 
   競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 
７ 入札手続等 

  入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落
札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 
ア 受領期限 

令和５年４月４日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 
イ 送付先 



〒３３０ ００６１ さいたま市浦和区常盤６ １ ２８ さいたま市消防局警防部指令課 
  入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年４月７日（金）午後２時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６ １ ２８ さいたま市消防局庁舎４階 第１調整室 

  入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた数の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と
する。 

  開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年４月７日（金）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

７ イに同じ 
  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 
さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６ １ ２８ さいたま市消防局警防部指令課 
電話 ０４８（８３３）１４２２ ＦＡＸ ０４８（８３３）１４８２ 

８ 契約手続等 
  契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた数の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま
市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 
要 

９ その他 
  契約条項等は、さいたま市消防局警防部指令課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３７９号 

さいたま市立教育研究所で使用する電気について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治
法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告す
る。 

令和５年２月２２日 

さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名及び数量 

さいたま市立教育研究所で使用する電気 ２２２，７９８キロワット時 

  需要場所 

さいたま市浦和区岸町６ １３ １５ さいたま市立教育研究所 

  業務概要 

  入札説明書のとおり 

  需給期間 

 令和５年６月１日から令和６年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）
（以下「名簿」という。）に種目「その他」内の営業種目「電気」で登載され、かつ、引き続き同
営業種目で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３
９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事
業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者又は小売電気事
業者の電力を媒介、代理、取次をする者であること。 

  １ の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 

さいたま市浦和区岸町６ １３ １５  さいたま市教育委員会教育研究所  



担当  管理係  電話  ０４８（８３８）０７８１ 

  交付期間 

告示の日から令和５年３月１４日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付方法  

ＣＤ ＲＯＭ  

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 

３ に同じ 

  交付日 

令和５年３月２４日（金）午前９時から午後４時まで。 

   その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た
場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな
い。 

  本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

  競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

  入札方法 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の
１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切



り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。 

  郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年４月１０日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０ ００６４ さいたま市浦和区岸町６ １３ １５ さいたま市教育委員会教育研
究所 

   入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年４月１２日（水）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区岸町６ １３ １５  さいたま市立教育研究所３階第３研修室 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除する。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年４月１２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町６ １３ １５  さいたま市教育委員会教育研究所 

電話  ０４８（８３８）０７８１  ＦＡＸ  ０４８（８３８）０８８８ 

８ 契約手続等 

  契約保証金 

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

９ その他 



  契約条項等は、さいたま市教育委員会教育研究所及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３８０号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市 区 字植  本字古 ８０番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 (省略) 
３ 許可番号 
 令 和 ３ 年 １ １ 月 １ ９ 日 
 第開‐Ｎ２０２１１２１号 
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日 
 第完‐Ｎ２０２１１２１号 
  



さいたま市告示第３８１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工
事が完了したので公告する。 
  令和５年２月２２日 
 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区中島四丁目３２８番１、３２８番３、３２８番４、３２８番５、３２８番６、
３２８番７、３２８番８、３２８番９、３２８番１０、３２８番１１、３２８番１２、３２８番
１３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
上尾市柏座二丁目１１番１号 

株式会社リープ 代表取締役 大塚 義雄 
  上尾市須ケ谷一丁目１６１番地１ 
   シスコム株式会社 代表取締役 森王 大樹 
３ 許可番号 

 令和４年１０月２６日 
 第 開‐Ｓ２０２２０６９ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年２月２１日 
 第 完‐Ｓ２０２２０６９ 号 

  



さいたま市告示第３８２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区 町三丁 ４８３０番２、４８３１番２、４８３０番９、４８２７番５、４８
２７番１、４８２７番７、４８３０番５、４８３０番１、４８３１番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日  
  第開‐Ｎ２０２２００９号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ５ 年 ２ 月 ２ １ 日 
  第完‐Ｎ２０２２００９号 
  



さいたま市告示第３８３号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の新設の届出がされましたので、その概要等を同法第５条第３項の規定に基づき公告しま
す。 

令和５年２月２２日 
さいたま市  清 水 勇 人   

１ 届出の概要 
  大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 （仮称）ヨークフーズ中浦和店 
所在地 さいたま市桜区西堀四丁目１２９０番１ 外３筆 

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名   称 株式会社ヨーク 

代表者氏名 代表取締役 大竹正人 

住   所 東京都江東区青梅２丁目５番１０号 テレコムセンタービル西棟１２階 
  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

名   称 株式会社ヨーク 

代表者氏名 代表取締役 大竹正人 

住   所 東京都江東区青梅２丁目５番１０号 テレコムセンタービル西棟１２階 

  大規模小売店舗の新設をする日 
令和５年１０月１０日 

  大規模小売店舗内の店舗面積の合計 
３，７９４㎡ 

  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 
ア 駐車場の位置及び収容台数 

位 置 収容台数 
店舗北側平面駐車場 ６５台  

店舗屋上駐車場 ８０台 
計 １４５台 

イ 駐輪場の位置及び収容台数 

位 置 収容台数 
店舗東側駐輪場 １０９台  

ウ 荷さばき施設の位置及び面積 

位 置 面 積 
店舗 側荷さばき施設 ４０㎡  

エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

位 置 容 量 



店舗 側廃棄物保管施設 ３３   
  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

   
小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社ヨーク 午前９時００分  午後９時４５分 
その他未定 午前９時００分 午後９時４５分 

 
イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

駐車場 駐車可能時間帯 
店舗北側平面駐車場 午前８時４５分 午後１０時１５分 

店舗屋上駐車場 午前８時４５分 午後１０時１５分 
ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

区 分 出入口の数 
店舗駐車場（平面・屋上） ２箇所 

  エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

位 置 荷さばき可能時間帯 
店舗 側荷さばき施設 午前６時００分 午後１０時００分 

２ 届出年月日 

令和５年２月９日 
３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和５年２月２２日から令和５年６月２２日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 
４ 届出及び添付書類の縦覧場所 

  さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 
FAX ０４８（８２９）１９４４ 

  浦和区役所 区  活部地域商 室 
住所 さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）６１７９ 
FAX ０４８（８２９）６２３５ 

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ
き事項について意 を有する者は、この公告の から４箇 以内に、さいたま市 に対し、意 書
の提出によりこれを述べることができます。 
  意見書の提出期間 

令和５年２月２２日から令和５年６月２２日まで。 
  意見書の提出先 



さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 
郵便番号 ３３０－９５８８ 
住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 
FAX ０４８（８２９）１９４４ 

  



さいたま市告示第３８４号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和５年２月２８日までに返
還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 

令和５年２月２２日 
さいたま市  清 水 勇 人 

・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  
（推定） 

首輪の
有無 特  徴 

２月 
２１日 犬 緑区原山 トイ・ 

プードル メス 白 １０  
１５歳 無  

 
連絡先 

   担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 
  電話  ０４８（８４０）４１５０ 
  ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 

  



さいたま市告示第３８５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

さいたま市  清 水 勇 人    
  

１ 開発区域に含まれる地域の名称 
さいたま市見沼区島町１０４０番１、１０４０番４、１０４０番５、１０４０番６、１０４０番７、 
１０４０番８、１０４０番９、１０４０番１０、１０４０番１１、１０４０番１２、１０４０番１３ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号 
一建設株式会社 代表取締役 堀口 忠美 

３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 
 第変 Ｎ２０２２０８４号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年  ２ 月 ２ １ 日 
第完 Ｎ２０２２０８４号 

  



⑴

⑵











さいたま市告示第３８７号 

さいたま市立病院術野画像システム保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方
自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき
公告する。 

令和５年２月２４日 

さいたま市  清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市立病院術野画像システム保守業務 

  履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以
下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」又は業務「電算」
の受注希望業務「システム保守」で登載され、引き続き同業務で令和５・６年度さいたま市競争
入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

   本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 

   入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが 

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   札 において、 事再 法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再  続開始の申 てが 

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   本入札の告示日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体から種類及
び規模をほぼ同じくする業務を２回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者
であること。 

３ 入札説明書の交付 



本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

    交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室 

担当 大羽 電話 ０４８（７６７）７１５７ 

    交付期間 

告示の日から令和５年３月１０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

   交付場所 

３ に同じ 

   交付日時 

令和５年３月１５日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た
場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の
１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 



ア 日時 

令和５年３月２２日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 ３階会議室１ 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月２２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室  

電話 ０４８（７６７）７１５７ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室及びホームページにおい
て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３８８号 

さいたま市立病院循環器画像・動画システム保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うの
で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に
基づき公告する。 

令和５年２月２４日 

さいたま市  清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

  件名 

さいたま市立病院循環器画像・動画システム保守業務 

  履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院外 

  業務概要 

仕様書のとおり 

  履行期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以
下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」又は業務「電算」
の受注希望業務「システム保守」で登載され、引き続き同業務で令和５・６年度さいたま市競争
入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受
けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

   本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

   入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   札 において、 事再 法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再  続開始の申 てが
なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

   本入札の告示日から過去２年以内に、日本国内にある５００床以上の病院、国（独立行政法人
を含む。）又は地方公共団体から種類及び規模をほぼ同じくする業務を２回以上受注し、これらを
全て誠実に履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 



本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

    交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室 

担当 山川 電話 ０４８（７６７）７１５７ 

   交付期間 

告示の日から令和５年３月１０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

  交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 

３ に同じ 

  受付場所 

３ に同じ 

  提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

   交付場所 

３ に同じ 

   交付日時 

令和５年３月１５日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た
場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

  入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の
１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 



ア 日時 

令和５年３月２２日（水）午後３時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１ 

  入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

  開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年３月２２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ 

  落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室  

電話 ０４８（７６７）７１５７ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

７ 契約手続等 

  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 

要 

  議決の要否 

否 

８ その他 

  契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部情報管理室及びホームページにおい
て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３８９号 

さいたま都市計画事業 宮駅  第四 地区画整理事業の事業計画の変更をしたので、 地区画整
理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条第９項の規定により、次
のとおり公告する。 
  
  令和５年２月２４日 

さいたま市  清 水 勇 人 
１ 土地区画整理事業の名称 

さいたま都市計画事業 宮駅  第四 地区画整理事業 
２ 施行者の名称 

さいたま市 
３ 事業期間 

変更前 平成７年５月１９日から平成３６年３月３１日まで 
変更後 平成７年５月１９日から令和１１年３月３１日まで 

４ 施行地区 
   さいたま市大宮区桜木町 1 丁目及び錦町の各一部 
５ 事務所の所在地 
   さいたま市大宮区錦町６８２番地２ 
   さいたま市都市局都 整備部 宮駅  まちづくり事務所 
６ 事業計画決定の年月日 

  平成７年５月１９日 
７ 事業計画変更の年月日 

  令和５年２月２４日 
  



さいたま市告示第３９０号 

さいたま都市計画事業 宮駅  第四 地区画整理事業の事業計画について定める施 地区及び
設計の概要を表示する図書の写しを土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項
において準用する同条第１０項の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和
３０年政令第４７号）第１条の２の規定により、次のとおり公告する。 
  
  令和５年２月２４日 

さいたま市  清 水 勇 人   
  

１ 土地区画整理事業の名称 
さいたま都市計画事業 宮駅  第四 地区画整理事業 

２ 縦覧場所 
さいたま市大宮区錦町６８２番地２ 
さいたま市都市局都 整備部 宮駅  まちづくり事務所 

３ 縦覧時間 
午前８時３０分から正午まで 
午後１時００分から午後５時１５分まで 

  



さいたま市告示第３９１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工
事が完了したので公告する。 
  令和５年２月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市浦和区元町三丁目１番１、１番５、１番６、１番７、１番８、１番９、１番１０、２
番１、２番４、２番５、２番６、２番７ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
(省略) 

３ 許可番号 
 令和５年１月１８日 
 第 変‐Ｓ２０２２０３０ 号 

４ 検査済証番号 
 令和５年２月２２日 
 第 完‐Ｓ２０２２０３０ 号 

  



 

さいたま市告示第３９２号 

 さいたま市勤労者支援資金融資要綱の一部を改正する告示を次の

ように定める。 

  

  令和５年２月２４日 

 

              さいたま市長 清 水 勇 人 



 

 

さいたま市勤労者支援資金融資要綱の一部を改正する告示 

さいたま市勤労者支援資金融資要綱（平成１９年さいたま市告示第３２８号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（指定金融機関の融資手続事務取扱等） （指定金融機関の融資手続事務取扱等） 

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

２ 指定金融機関は、前項の規定による事務を行う

に当たって個人情報（個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規

定する個人情報をいう。）を取り扱う場合につい

ては、同法により、適正に取り扱わなければなら

ない。 

２ 指定金融機関は、前項の規定による事務を行う

に当たって個人情報（さいたま市個人情報保護条

例（平成１３年さいたま市条例第１８号）第２条

第１号に規定する個人情報をいう。）を取り扱う

場合については、同条例の例により、適正に取り

扱わなければならない。 

  

附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 



さいたま市告示第３９３号 

（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点整備造成等基盤整備基本設計業務について、次のとおり
一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」とい
う。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年２月２７日 
さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
  件名 

（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点整備造成等基盤整備基本設計業務 
  履行場所 

さいたま市見沼区宮ヶ谷塔２丁目地内外 
  業務概要 

仕様書のとおり 
  履行期間 

契約締結日から令和６年３月１５日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に「建設コン／道路」、「建設コン／都市施設」、「建設コン／土質
及び基礎」の全てで登載されている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

   本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
   入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

    札 において、 事再 法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再  続開始の申 てが
なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

  平成２４年４月１日以降に、拠点施設等に係る敷地造成等基盤整備設計業務（基本設計または
実施設計、軟弱地盤対策解析業務含む。）を契約し、かつ誠実に履行した実績を有している者であ
ること。ただし、軟弱地盤対策解析業務については、敷地造成等基盤整備設計業務と別業務であ
っても構わない。 

  次のアからオまでの要件を全て満たす管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置できるこ



と。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、管理技術者、照査技
術者及び担当技術者は兼ねることはできない。 

ア 管理技術者 

技術士（建設部門：都市及び地方計画）の資格を有する。 

イ 照査技術者 

技術 （総合技術監理部 ：建設 都市及び地 計画）及び技術 （建設部 ：都市及び地 
計画）の資格をいずれも有する。 

ウ 担当技術者（基盤整備設計） 

技術士（建設部門：都市及び地方計画）又は RCCM（都市計画及び地方計画）の資格のうちいず
れかを有する。 

エ 担当技術者（道路設計） 

技術士（建設部門：道路）又は RCCM（道路）の資格のうちいずれかを有する。 

オ 担当技術者（軟弱地盤対策解析） 

技術士（建設部門：土質及び基礎）又は RCCM（土質及び基礎）の資格のうちいずれかを有する。 

  次の全ての認証を取得している者であること。 

ア 品質マネジメントシステム（ISO9001） 

イ 環境マネジメントシステム（ISO14001） 

ウ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）又は個人情報保護マネジメントシステ
ム（JIS Q 15001）のいずれか 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p095611.html 

  交付期間 
告示の日から令和５年３月１０日（金）まで 

  交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者は、入札参加申込及び入札参加資格の

確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者で
あっても、入札日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

   提出書類 
ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 
告示の日から令和５年３月１０日（金）まで（休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 
  受付場所 

〒３３０ ９５８８ さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p095611.html


さいたま市経済局商工観光部食肉市場・道の駅施設整備準備室 
電話 ０４８ ８２９ １３９２ 

  提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）と

し、受付期間内必着とする。 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
  交付場所 

４ に同じ 
  交付日時 

令和５年３月１４日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 
  その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に切手を貼付し、申し出た場合の
み受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失  
本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。 
   本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 
   競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき 

７ 入札手続等 
  入札方法 

総価で行う。入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。なお、落札決定
に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金
額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって
落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年３月２２日（水）午前１１時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市役所 会議棟１階第７会議室 
  入札保証金 

免除 
  開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年３月２２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７ イに同じ 

   最低制限価格 



   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す
ることができない。 

  落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ
た者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

  入札の無効 
さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ 
さいたま市経済局商工観光部経済政策課 
電話 ０４８（８２９）１３６３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

  業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ 
さいたま市経済局商工観光部食肉市場・道の駅施設整備準備室 
電話 ０４８（８２９）１３９２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

８ 契約手続等 
  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 
要 

  議決の要否 
否 

９ その他 
  提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部食肉市場・道の駅施設整備準備室及びホームペー
ジにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

  詳細は、入札説明書による。 
  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３９４号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年２月２７日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市 区 字指扇領辻字南１６２番５ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

(省略) 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ４ 月 １ ３ 日 
 第開‐Ｎ２０２１２００号 
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日 
 第完‐Ｎ２０２１２００号 
  



さいたま市告示第３９５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和５年２月２７日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市 区 字  字根  ３３５番５、３３５番１０、３３５番１１、３３５番１２、 

３３５番１３、３３５番１４、３３５番１５、３３５番１６（第２工区・全工区） 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都 東京市芝久保町四丁 ２６番３号 
株式会社 東栄住宅 
代表取締役 佐藤 千尋 

３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 １ ０ 月 ４ 日 
 第開‐Ｎ２０２２０８０号  
４ 検査済証番号 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日 
 第完２Ｎ２０２２０８０号 
  



 

さいたま市告示第３９６号 

さいたま市の発注する「荒川第５－２処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００２）（ゼロ債）」

ほか１３件の一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和５年２月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成



 

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等

又は監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を

証明する書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工



 

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険

等の全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用

除外に関する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で

変更が生じている場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付するこ

と。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除

く。）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札

候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格を

もって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最

低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札

を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書



 

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお



 

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。  

６ 余裕期間を定めている場合の工事 

(1) 余裕期間は、契約確定の日の翌日から工事の開始日の前日までとする。   

(2) 任意着手方式の場合は、入札参加資格の確認時に２(3)に掲げる資格確認書類と併せて、工事

開始日通知書を提出すること。   

(3) 余裕期間内は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手しては

ならない。 

(4) 余裕期間内は、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を配置することを要しない。   

(5) 入札参加資格の確認時において、他の工事の技術者として従事している者であっても、当該

工事が工事開始日までに完成することが明らかな工事の場合に限り、他の工事に従事していない

者として取扱うものとする。   

(6) 前金払の請求については、工事開始日以降に請求できる。   

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行



 

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

９ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

１０ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）、さいたま市余裕期間設定工事試行要領（令和２

年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の

定めるところによる。 

 

 

 



 

 

契約整理番号 ０４－４４８７－４１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 荒川第５－２処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００２）（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市桜区大字宿地内 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から１３８日間 
工事開始期限日は、令和５年５月１日（月） 

概要 延長 209.6m 管きょ工 開削（硬質塩ビ管、φ200）209.6m マンホール工 組

立 1 号マンホール 6 箇所 取付管工 取付管 1 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後３時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－５２０８－４２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフレッシュ改

修（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市浦和区領家７丁目２番１号 
履行期間 契約確定の日から令和６年２月２８日まで 
概要 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 拡声設備工事一式 誘導支援設備工事一

式 テレビ共同受信設備工事一式 自動火災報知設備工事一式 既存設備撤去工

事一式 
予定価格（税込） ４６，４０９，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後３時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「さいたま市立針ヶ谷小学校（１７・１９・２７・２８・２９棟）リフレッシ

ュ改修（建築）工事」の仮契約が議会で否決されたときは、本件入札に関する開

札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 

電話 ０４８－８２９－１８３９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－１４５３－１４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鈴谷西保育園解体工事 
工事場所 さいたま市中央区鈴谷７丁目３番３１号 
履行期間 契約確定の日から令和５年８月１５日まで 
概要 解体工事 延べ面積 418.95 ㎡ 木造 地上１階建て その他外構、工作物の解

体 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後３時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 解体工事業 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の解体工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部営繕課 

電話 ０４８－８２９－１５２７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４３８４－３２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４－４５３）（補） 
工事場所 さいたま市大宮区堀の内町３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１０月３１日まで 
概要 耐震継手工（既設管径 700～1000mm）15 箇所 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月 ９日（木）午前９時から 

令和５年３月１３日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月１４日（火）午前９時から 

令和５年３月１５日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月１６日（木）午後３時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月 ８日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１３日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－６４６－３２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

契約整理番号 ０４－４４８４－２７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴨川第３９処理分区外下水道工事（南再－Ｒ４－４５２）（補） 
工事場所 さいたま市中央区新中里１丁目地内外 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から２４５日間 
工事開始期限日は、令和５年４月７日（金） 

概要 耐震化工 管きょ更生工（既設管径 300～800mm）706.7m 耐震継手設置工（既

設管径 300～800mm）36 箇所 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４８７－３１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ４－１０１０） 
工事場所 さいたま市緑区大字大門地内 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から２９８日間 
工事開始期限日は、令和５年５月１日（月） 

概要 延長 656.1m 管きょ工 開削（管径 200mm、塩ビ管）400.6m 低耐荷力管推進（

管径 200mm、塩ビ管）113.5m 開削 （管径 900mm、鉄筋コンクリート管）45.0m 

（管径 1000mm、鉄筋コンクリート管）97.0m マンホール工 組立 1 号マンホー

ル 16 箇所 組立 2 号マンホール 1 箇所 現場打ち 2 号マンホール 1 箇所 組立

3 号マンホール 2 箇所 組立箱型マンホール 1 箇所 立坑工一式 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

契約整理番号 ０４－４４８４－２８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南部第７処理分区外下水道工事（南再－Ｒ４－４５１）（補） 
工事場所 さいたま市浦和区領家５丁目地内外 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から２２８日間 
工事開始期限日は、令和５年４月７日（金） 

概要 耐震化工 管きょ更生工（既設管径φ250～400）582.6m 耐震継手設置工（既設

管径φ250～400）74 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後１時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

契約整理番号 ０４－４４８４－２９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南部第７処理分区下水道工事（南再－Ｒ４－３５１）（補） 
工事場所 さいたま市浦和区本太５丁目地内外 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から２１４日間 
工事開始期限日は、令和５年４月７日（金） 

概要 改築工 管きょ更生工（既設管径φ250mm）552.9m 耐震継手設置工（既設管径

φ250mm）32 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４８７－４３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ５－１００９）（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市緑区大字大門地内 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から１６６日間 
工事開始期限日は、令和５年５月１日（月） 

概要 延長 299.5m 管きょ工 開削（φ200mm、硬質塩ビ管）299.5m マンホール工 

組立 1 号マンホール 11 箇所 取付管工 取付管 37 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は大宮区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 

契約整理番号 ０４－４３５９－２５ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 産業道路天沼工区街路整備工事（Ｒ４－２）（補） 

工事場所 さいたま市大宮区天沼町２丁目地内外 

履行期間 契約確定の日から令和５年１２月１５日まで 

概要 延長 300m 道路改良工 道路土工一式 路床安定処理（石灰系、t＝45 ㎝）4930

㎡ 舗装工一式 下層路盤（RC-40、t＝40 ㎝）4930 ㎡ 上層路盤（RM-40、t＝

40 ㎝）4930 ㎡ 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 

入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 

令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４４５６－５１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 念仏橋仮道工事その２（ゼロ債） 
工事場所 さいたま市緑区大字下山口新田地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年８月３１日まで 
概要 地盤改良工事 深層混合処理工 ブロック式改良 33 本 

予定価格（税込） ７７，５０６，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後２時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、北区又は岩槻区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和５年４月３日以

降でないとできない。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）」の対象案件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－５２０８－４３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リフレッシュ

改修（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市中央区鈴谷８丁目１０番３３号 
履行期間 契約確定の日から令和６年１２月１６日まで 
概要 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 拡声設備工事一式 自動火災報知設備工

事一式 構内配電線路工事一式 構内通信線路工事一式 昇降機設備工事一式 

既存設備撤去工事一式 
予定価格（税込） ９５，２２７，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後２時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１３・１５・２０棟）リフレッ

シュ改修（建築）工事」及び「さいたま市立与野西中学校（１・４・１１・１

３・１５・２０棟）リフレッシュ改修（機械設備）工事」の仮契約が議会で否決

されたときは、本件入札に関する開札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 

電話 ０４８－８２９－１８３９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－１４５３－１３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立岩槻本町保育園新園舎建設（機械設備）工事 
工事場所 さいたま市岩槻区本町２丁目５番５号 
履行期間 契約確定の日から令和６年４月２６日まで 
概要 空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 自動制御設備工事一式 衛生器具設

備工事一式 給水設備工事一式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 厨房設

備工事一式 ガス設備工事一式 
予定価格（税込） ６３，０８５，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後２時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「さいたま市立岩槻本町保育園新園舎建設（建築）工事」の仮契約が議会で否

決されたときは、本件入札に関する開札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 

電話 ０４８－８２９－１８３９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

 
契約整理番号 ０４－４３８４－３１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４－４５４）（補） 
工事場所 さいたま市大宮区高鼻町１丁目地内外 
履行期間及び工事開始期

限日 
工事開始日から２１５日間 
工事開始期限日は、令和５年５月８日（月） 

概要 耐震継手工（φ350～2000mm）38 箇所 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和５年３月１５日（水）午前９時から 

令和５年３月１７日（金）午後５時まで 
入札書提出期間 令和５年３月２０日（月）午前９時から 

令和５年３月２２日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和５年３月２３日（木）午後３時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、浦和区又は南区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和５年２月２７日（月）から 

質問受付期間 令和５年２月２７日（月）午前９時から 
令和５年３月１４日（火）午後５時まで 

質問回答期日 令和５年３月１７日（金） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市余裕期間設定試行工事（任意着手方式）」の対象案件

である。 
・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は契約後、契約締結日の単価に変更するための協議を請求することがで

きる。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－６４６－３２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



さいたま市告示第３９７号 
 さいたま市開発行為の手続に関する条例（平成２０年１２月２４日条例第５４号）第２０条の規定
により、次の開発行為に関する工事が完了したので公告する。 
  令和５年２月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市中央区本町東二丁目１３９番５、１４１番４、１４１番５、１４４番２ 
２ 開発承認を受けた者の住所及び氏名 

(省略) 
３ 承認番号 

 令和４年６月２日 
 第 開‐Ｓ２０２２００４ 号 

４ 検査完了証番号 
 令和５年２月２４日 
 第 完‐Ｓ２０２２００４ 号 

  



さいたま市告示第３９８号 

さいたま市  宮 部図書館外５館窓 等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地
方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき
公告する。 

本公告は、令和５年１月２６日に公告したさいたま市  宮 部図書館外５館窓 等業務の再度公
告である。 

令和５年２月２８日 
さいたま市  清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
  件名 

さいたま市  宮 部図書館外５館窓 等業務 

  履行場所 
さいたま市北区櫛引町２ ４９９ １外 

  業務概要 
仕様書のとおり 

  履行期間 
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以
下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で登載され、かつ、引き続き同
業務で令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格審査の申請をしている者であること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと
とされた者 

  本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
ている期間がない者であること。 

  平成３０年４月１日以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種の契約実績を
１件以上有している者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

  交付場所 
さいたま市浦和区東 砂町１１ １ さいたま市教育委員会中央図書館管理課 

担当 栗原 電話 ０４８（８７１）２１７２ 



  交付期間 
告示の日から令和５年３月６日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
  交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確
認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
  提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

  受付期間 
３ に同じ 

  受付場所 
３ に同じ 

  提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

  交付場所 
３ に同じ 

  交付日時 
令和５年３月８日（水）午後１時００分から午後５時１５分まで 

  その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付して申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

  入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。 

  入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年３月１３日（月）午前９時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市役所第二別館１階第２会議室 



  入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
  開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年３月１３日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６ イに同じ 

  落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
  入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

  入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６ ４ ４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課 
電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

  業務を担当する課 
さいたま市浦和区東 砂町１１ １ さいたま市教育委員会中央図書館管理課 
電話 ０４８（８７１）２１７２ ＦＡＸ ０４８（８８４）５５００ 

７ 契約手続等 
  契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
に該当する場合は、免除とする。 

  契約書作成の要否 
要 

  議決の要否 
否 

８ その他 
  この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
  契約条項等は、さいたま市教育委員会中央図書館管理課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
  詳細は、入札説明書による。 

  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示第３９９号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第 55 条

の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 
令和５年２月２８日 

さいたま市  清 水 勇 人 
別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４００号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定医療機関から廃止の届出があったので、生活

保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 
令和５年２月２８日 

さいたま市  清 水 勇 人 
別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４０１号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定医療機関から辞退の届出があったので、生活

保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 
令和５年２月２８日 

さいたま市  清 水 勇 人  
別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４０２号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30

号。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から変更の届出があったので、

生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年２月２８日 
さいたま市  清 水 勇 人 

別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４０３号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30

号。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から廃止の届出があったので、

生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年２月２８日 
さいたま市  清 水 勇 人 

別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４０４号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下｢支
援法」という。）第 14 条第 4 項の規定に基づき、施術者を指定したので、生活保護法第 55 条の 3 及
び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年２月２８日 
さいたま市  清 水 勇 人 

別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４０５号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定施術者から変更の届出があったので生活保護

法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 
令和５年２月２８日 

さいたま市  清 水 勇 人 
別紙のとおり 
  



さいたま市緑区中尾３４３－１－２０１

さいたま市緑区中尾３４３－１－２０１

KEiROWさいたま緑区ステーション

KEiROWさいたま緑区ステーション

訪問鍼灸マッサージ
KEiROW伊奈町ステーション

北足立郡伊奈町中央５－２７
ローズガーデン弐番館１０７



さいたま市告示第４０６号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下｢支
援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定施術者から廃止の届出があったので生活保護法第
55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年２月２８日 
さいたま市  清 水 勇 人 

別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４０７号 
生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号。以下｢支
援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定施術者から辞退の届出があったので生活保護法第
55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和５年２月２８日 
さいたま市  清 水 勇 人 

別紙のとおり 
  





さいたま市告示第４０８号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 
令和５年２月２８日 

さいたま市  清 水 勇 人   
  



名称

社会福祉法人為
成会

東武第二保育園 岩槻区 府内2-27-48 令和4年4月1日 一時預かり事業（在園児
以外を対象）

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援
施設等

特定子ども・子
育て支援提供者
の名称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 子ども・子育て支援施設
等の種類

確認の年月日

所在地



さいたま市告示第４０９号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ８ 日 

さいたま市  清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字小溝字新田１０９９番５、１０９９番６ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 さいたま市岩槻区小溝１１４７番地 
 株式会社サングリーン 代表取締役 塚田 拓士 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 １ １ 月 ２ ４ 日 
 第開‐Ｎ２０２２１２５号 
４ 検査済証番号 
 令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ７ 日 
 第完‐Ｎ２０２２１２５号 
 


